


技術管理業務の包括的な民間委託の導入

浄水場等の管理に関する技術上の業務について、一体として行

う方が効率的な複数の業務を一括して同一の民間事業者に委託す
る包括的な民間委託を推進しています。

工業用水道事業については、従来の運転監視業務委託契約の更
新時期と合わせ、平成２１年４月から全ての工業用水道の浄水場等
において包括的な民間委託を開始しました。

【工業用水道事業の包括的な民間委託契約の内容】
受 託 者 荏原エンジニアリングサービス㈱ 中部支店
契 約 額 ６７７，５６５千円（税込み）
委託期間 平成２１年４月１日～平成２４年３月３１日



技術管理業務の包括的な民間委託の検証

また、包括的な民間委託については、民間企業の成熟度を考慮し、

安全・安定供給を検証しながら段階的に導入することとしており、
２４年度からの実施を目標にしている水道用水供給事業への包括的
な民間委託の導入に向けて、今回の工業用水道事業の委託実績等
に基づき、包括委託のメリットなどについて検証を進めています。

〔検証の主な項目〕
○効率性：包括的な委託により業務の能率は向上しているか。
○安全性：安全・安定供給の確保が行われているか。
○創造性：民間企業の創意工夫が発揮されているか。
○企業の成熟度：実態調査（企業の技術水準、受注実績等）の実施。










